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１．雄物川直轄河川改修事業再評価の流れ

平成22年4月1日
公共事業評価実施要領改定
（再評価サイクル短縮等）

【平成24年度 東北地方整備局事業評価監視委員会（第5回）】

平成24年12月 事業再評価 雄物川直轄河川改修事業

【第7回 雄物川水系河川整備学識者懇談会】

平成26年11月 事業評価 雄物川直轄河川改修事業
平成26年11月 事業評価 成瀬ダム建設事業
※費用対効果分析の効率化を適用

H22.4.1以前

再評価5年毎

平成25年11月1日
平成26年4月15日
費用対効果分析の効率化に関する運用

H22.4.1以降

再評価3年毎

【第11回 雄物川水系河川整備学識者懇談会】

平成29年1月 事業再評価 雄物川直轄河川改修事業
平成29年1月 事業再評価 成瀬ダム建設事業

【平成21年度 東北地方整備局事業評価監視委員会（第4回）】

平成22年1月 事業再評価 雄物川直轄河川改修事業

整備計画策定・変更時に実施

前回評価時から3年経過により実施

成瀬ダム建設事業関連

凡 例

【平成22年度 東北地方整備局事業評価監視委員会（第1回）】

平成22年7月 事業再評価 成瀬ダム建設事業
【平成24年度 東北地方整備局事業評価監視委員会（第4回）】

平成24年11月 事業再評価 成瀬ダム建設事業
※ダム事業の検証に係る再評価実施

（平成26年11月28日 雄物川水系河川整備計画策定）

（平成29年4月13日 雄物川水系河川整備計画第1回変更）
【第14回 雄物川水系河川整備学識者懇談会】

平成30年11月 事業再評価 雄物川直轄河川改修事業

東北地方整備局事業評価監視委員会において、本結果を報告

【第18回 雄物川水系河川整備学識者懇談会（今回)】

令和5年11月 事業再評価 雄物川直轄河川改修事業
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（平成30年12月14日 雄物川水系河川整備計画第2回変更） 令和2年4月
治水経済調査マニュアル（案）の改訂

H30.4.1以降
再評価5年毎

国土交通省所管公共事業の再評価要領の「事業
採択後長期間が経過した時点で継続中の事業」に
該当するため、事業再評価を実施する。



２．雄物川直轄河川改修事業の概要と経緯

雄物川の概要
• 幹川流路延長 ：133 km
• 流域面積 ：4,710 km2

• 流域沿川市町村人口：約57万人
• 想定氾濫区域内人口：約29万人
• 流域沿川市町村 ：5市 2町 1村

※令和2年 国勢調査

雄物川直轄河川改修事業の概要
①事業の目的（目標）

過去の水害の発生状況、流域の重要度、これまでの整備状況等を総合的
に勘案し、雄物川水系河川整備基本方針に定めた目標に向けて、上下流
及び本支川の治水安全度のバランスを確保しつつ段階的かつ着実に河川
整備を実施し、洪水による災害の発生の軽減を図ることを目標とする。

②事業の内容
河道掘削等 ・河道の断面積を拡大するための河道掘削

・流下能力を阻害する堰の改築
堤防の整備 ・洪水を安全に流下させるための堤防を整備

・堤防の浸透に対する安全性を確保する整備
・地震に対する安全性を確保する整備

③事業費
約1,074億円（税込み）

④事業期間
平成25年度～令和24年度
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凡　例

河川（大臣管理区間）
河川（大臣管理区間以外）
基準地点
ダム（完　成：大臣管理）
ダム（事業中：大臣管理）
ダム（完　成：大臣管理以外）
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※河川整備計画の流量配分



雄物川流域では、本川の蛇行が著しく浸水被害が多発し、河川の付け替えや捷水路事業、ダム事業などの対策が行われてきました。
江戸時代には蛇行部での河川の付け替えが実施され、大正時代以降には放水路を開削しています。
昭和時代には、浸水被害対策として捷水路事業、ダム事業を実施してきました。
こうした事業を背景に、肥沃で広大な水田地域が形成され、雄物川沿川に市街地が発展しています。

２．雄物川直轄河川改修事業の概要と経緯 3

大曲捷水路事業

【江戸時代】
舟運の便の向上と合わせて上、中、
下流の蛇行部で河川の付け替えを
実施

【大正時代】
秋田市街地を水害から守ることを主
とし、河口から約10km地点の秋田市
新屋において約2kmの放水路を開
削

【昭和時代】
著しい蛇行のために浸水被害を繰り返
してきた大仙市大曲地区において捷水
路事業を実施
ダム事業が始まり、鎧畑ダムと皆瀬ダム
が完成

昭和41年度より低水路の全断面掘削、
帯工、姫神橋、揚水施設が完成し、低水
護岸も概成され、昭和42年2月26日に捷
水路通水が実現

ダム事業

皆瀬川及び本川では救農土木としての
河川改修が開始され、河道疎通能力を
向上させる一方、鎧畑ダム・皆瀬ダムに
よる洪水制御を実施

旧河道

捷水路

大仙市

玉川ダム（H2完成）

鎧畑ダム（S32完成） 皆瀬ダム（S38完成）

雄物川の河道の変遷



事業実施前において想定最大規模の洪水が発生した場合、浸水世帯数約27,800世帯、浸水面積約25,200haの被害が発生する恐れがあります。
中流部における浸水範囲においては、保育園や小学校など要配慮者施設、消防署等の防災拠点、道路・鉄道の主要交通網があることから、洪水
氾濫により公共施設や交通等の機能が失われる可能性があります。
雄物川河川整備計画（平成26年11月策定、平成29年4月第1回変更、平成30年12月第2回変更）に基づき堤防の量的整備、河道掘削など災害防止
のため治水対策を順次進めてきましたが、整備計画流量（椿川地点：6,800m3/s）に対し河道断面が不足しているため、現在の治水安全度は未だ不
十分です。

雄物川水系浸水想定区域図（想定最大規模）

※秋田県大仙市神岡地区付近

３．事業を巡る社会経済情勢等の変化 4

要配慮者施設
（小学校、幼稚園、保育園、老人ホーム、病院）
市役所・町役場
警察・消防
鉄道
高速道路
国道

大仙市役所

10m以上の区域
5.0m～10.0m未満の区域
3.0m～5.0m未満の区域
0.5m～3.0m未満の区域
0.5m未満の区域

浸水した場合に想定される水深
（ランク別）

凡例

秋田新幹線

奥羽本線

秋田自動車道

施設等被害 雄物川浸水想定区域内にある施設数など
災害時要配慮者施設・病院 小学校：16、幼稚園：4、老人福祉施設：57、病院：6

防災拠点施設
（警察、消防、市役所、町役場）

警察関連：12、消防関連：4、市役所・町役場：8

【鉄道】JR奥羽本線、JR田沢湖線、JR秋田新幹線
【高速道路】秋田自動車道
【国道】13号、105号、107号、108号、341号、398号

主要交通網
（途絶、停滞に伴う周辺地域への
波及被害が想定される交通網）

（1）災害発生時の影響



52
 

64
 

21
7 

22
2 

67
 13

1 
23

8 
83

 
67

 
44

 84
 

95
 11
7 

72
 

15
6 

81
 12

3 
11

6 
94

 
53

 11
9 

62
 

65
 

68
 12

6 
13

2 
77

 95
 14

2 
75

 98
 

18
2 

10
8 

10
3 14

2 
54

 
51

 87
 13

5 
10

7 12
6 

78
 

55
 11

8 
65

 88
 

15
7 

73
 

76
 

84
 

92
 

53
 

77
 

76
 11

5 
86

 
10

3 11
9 

67
 

60
 11

0 12
6 

80
 94
 

90
 

96
 15

7 
61

 11
5 

10
0 

16
8 

84
 11

9 
86

 
10

0 
78

 
22

0 
11

8 
93

 11
8 

87
 

88
 

17
8 

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

S
1
6

S
1
8

S
2
0

S
2
2

S
2
4

S
2
6

S
2
8

S
3
0

S
3
2

S
3
4

S
3
6

S
3
8

S
4
0

S
4
2

S
4
4

S
4
6

S
4
8

S
5
0

S
5
2

S
5
4

S
5
6

S
5
8

S
6
0

S
6
2

H
1

H
3

H
5

H
7

H
9

H
1
1

H
1
3

H
1
5

H
1
7

H
1
9

H
2
1

H
2
3

H
2
5

H
2
7

H
2
9

H
3
1

R
3

R
5

2日
間
雨
量
（
ｍ
ｍ
）

最大2日間雨量

10ヶ年平均

これまでの主な洪水は、昭和19年7月、昭和22年7月、昭和47年7月、昭和62年8月洪水等であり甚大な被害が発生しています。
近年においても、平成19年9月、平成23年6月、平成29年7月・8月、平成30年5月、令和5年7月洪水により被害が発生しています。

雄物川における主な洪水

[大仙市寺館大巻地区]

平成23年6月洪水 平成29年7月洪水

[大仙市中村芦沢地区]

平成29年8月洪水

[秋田市新波地区]
[大仙市寺館大巻地区]

平成30年5月洪水

３．事業を巡る社会経済情勢等の変化

洪水生起年月 気象状況

基準地点椿川

被害状況※流域平均
2 日雨量

(mm)

ピーク流量
(実績流量※)

(m3/s)

明治27 年8 月 前線の停滞 ― ―
死者・行方不明者334名、流失・全壊戸数1594戸、
浸水18,947戸 (2)

明治43 年9 月 前線の停滞 206 ―
流失・全壊戸数6戸、床上浸水5,247戸、床下浸
水2,770戸(2)

昭和19 年7 月 前線の停滞 222 ―
死者11名、流失・全壊戸数19戸、浸水家屋7,279
戸(2)

昭和22 年7 月 前線の停滞 238 ―
死者11名、流失・全壊戸数308戸、床上浸水
13,102戸、床下浸水12,259戸(2)

昭和22 年8 月 前線の停滞 158 ―
死者7名、流失･全壊戸数113戸、床上浸水4,335
戸、床下浸水7,631戸(2)

昭和30 年6 月 前線の停滞 156 3,811
死者・行方不明者8名、流失・全壊戸数23戸、床
上浸水11,522戸、床下浸水21,067戸(2)

昭和40 年7 月 前線の停滞 126 2,807
流失・全壊戸数9戸、床上浸水2,885戸、床下浸
水10,162戸(1)

昭和41 年7 月 前線の停滞 132 2,218 床上浸水255戸、床下浸水1,181戸 (1)

昭和44 年7 月 前線の停滞 142 2,485 床上浸水158戸、床下浸水2,147戸 (1)

昭和47 年7 月 前線の停滞 182 3,298
流失・全壊戸数4戸、床上浸水1,465戸、床下浸
水3,439戸(3)

昭和54 年8 月 前線の停滞 135 2,693
流失・全壊戸数1戸、床上浸水77戸、床下浸水
1,001戸 (1)

昭和56 年8 月 台風15号 126 2,283 床上浸水2戸、床下浸水9戸 (1)

昭和62 年8 月 前線の停滞 157 3,258 床上浸水534戸、床下浸水1,040戸 (1)

平成14 年8 月 前線の停滞 126 2,303 床上浸水159戸、床下浸水351戸 (3)

平成19 年9 月 前線の停滞 157 3,121 床上浸水35戸、床下浸水238戸 (1)

平成23 年6 月 前線の停滞 168 3,463 全壊戸数1戸、床上浸水120戸、床下浸水325戸 (1)

平成29 年7 月 前線の停滞 220 3,951
全壊戸数3戸、半壊戸数43戸、床上浸水590戸、
床下浸水1471戸 (1)

平成29 年8 月 前線の停滞 120 2,689 床上浸水11戸、床下浸水69戸 (1)

平成30 年5 月 前線の停滞 118 2,696 床上浸水146戸、床下浸水240戸 (1)

令和 5 年7 月 前線の停滞 178 3,501
重傷者1名、軽傷者4名、全壊戸数8戸、一部破損
2戸、床上浸水4,620戸、床下浸水3,338戸(4)

[大仙市寺館大巻地区]

（２）過去の災害発生状況

椿川地点 流域平均２日雨量

5

【出典】(1)秋田県総合防災課調べ（平成13年度以前、消防防災課）、(2)秋田県災害年表、(3)水害統計から記載
(4)秋田県防災ポータルサイト 令和5年7月14日からの大雨による被害状況等について（第30報・10月3日16時00分現在）

※被害状況：雄物川流域の自治体における被害を集計
死者・行方不明者、流失・全壊戸数には土砂災害を含む場合がある（昭和30年代以前は内訳不明。
平成23年の全壊戸数1戸は土砂災害による）床上浸水戸数、床下浸水戸数には内水によるものを含む

※実績流量：観測水位からＨＱ式を用いて算定



３．事業を巡る社会経済情勢等の変化

椿川から玉川合流点までの区間では、狭隘部や暫定堤防箇所が多く存在することから治水安全度が低く、氾濫被害が頻発しています。

これまでの治水事業の経緯から、上流部においても暫定堤防が残されています。また、固定堰（山田頭首工）が存在し、洪水時には堰上げが発生しているため、
現在対策を実施中です。

（３）災害発生の危険度

雄物川地盤標高図

平成29年7月洪水写真
（49k付近刈和野橋地点）

平成19年9月洪水写真
（37k付近大仙市福部羅地点）

平成23年6月洪水写真
（46k付近大仙市寺館大巻地点）

6

無堤部の多い中流部及び下流部に集
中して浸水被害が発生。

玉川合流後の中流部の無堤区間で家
屋や農地の浸水被害が発生。

大仙市などで多くの家屋浸水被害が発
生するなど雄物川中下流部で甚大な被
害が発生。

流向

標高（T.P.m）
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（４）地域開発の状況

秋田県の人口及び雄物川流域内市町村の人口は近年減少傾向にあります。また、秋田市の人口も平成17年国勢調査以降は減少に転じています。
秋田県全体の米収穫量、稲作の作付面積は全国第3位を誇り、そのうち雄物川流域の米の収穫量、稲作作付面積は秋田県全体の約半分を占めています。
秋田県は人口に占める農家人口比率について、全国第1位となっており、雄物川流域市町村でも8.39%と高い割合を示す等、雄物川は農業との関わりの深い
河川です。

（出典）国勢調査

出典：令和4年産水陸稲の収穫量（農林水産省）
令和4年産水稲市町村別収穫量（秋田県） 出典：令和2年版 あきた100の指標（秋田県）

出典：令和4年度 農林水産関係県別データ(農林水産省)
令和4年産水稲市町村別収穫量（秋田県）

秋田県・秋田市と雄物川流域内市町村人口の推移

米 の 収 穫 量

稲作の作付面積

農家人口比率
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うち雄物川流域市町村

1位 2位 3位

うち雄物川流域市町村

1位 2位 3位

（50%）

うち雄物川流域市町村

1位 2位 3位
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（５）地域の協力体制（要望等）

8

雄物川改修整備促進期成同盟会（平成１８年６月２８日設立、会長 大仙市長）より、要望書が提出されるなど、雄物川直轄河川改修事業の早期完成
が望まれています。

★雄物川改修整備促進期成同盟会による湯沢河川国道事務所への要望書提出（令和５年６月１９日）



気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、河川の流域のあらゆる関係者が協働して流域全体で行う治水対策「流域治水」へ転換していきます。
治水計画を「気候変動による降雨量の増加などを考慮したもの」に見直し、集水域と河川区域のみならず、氾濫域も含めて一つの流域として捉え、地
域の特性に応じ、①氾濫をできるだけ防ぐ、減らす対策、②被害対象を現象させるための対策、③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策をハー
ド・ソフト一体で多層的に進めます。また、流域治水の実施にあたっては、自然環境が有する多様な機能を活かすグリーンインフラの取組も推進します。

３．事業を巡る社会経済情勢等の変化

（６）地域の協力体制（流域治水への転換）

9



令和2年9月に設立された「雄物川圏域流域治水協議会」では、雄物川圏域において、あらゆる関係者が協働して流域治水を計画的に推進することを
目的とし、流域治水の全体像として取りまとめる「流域治水プロジェクト」を策定しています。
平成28年5月に設立された「雄物川大規模氾濫時の減災対策協議会」では、市町村、県、国が一体となって、大規模水害に対して、氾濫被害の最小化
を目指すこととして、取組状況の確認や実施目標のフォローアップを目的とした協議会を毎年開催しています。

３．事業を巡る社会経済情勢等の変化

（７）地域の協力体制（流域治水協議会・減災対策協議会）

10

雄物川圏域流域治水協議会の実施状況

[関係機関]
♢自治体 秋田市 横手市 湯沢市 大仙市

仙北市 美郷町 東成瀬村
♢秋田県 ♢気象庁 ♢国土交通省

第6回協議会開催状況（R5.2.20 湯沢河川国道事務所）

雄物川水系流域治水プロジェクト位置図
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雄物川減災対策協議会として、「雄物川の減災に係る取組方針」に基づく対策を今後も

継続して推進する。

要配慮者利用施設避難確保計画策定と計画に基づく避難訓練実施の推進。

洪水ハザードマップ、洪水浸水想定区域等の既存ツールについても、有効活用してもら

うよう、平時から地域住民に幅広く周知するとともに、防災教育推進。

第1回 雄物川大規模氾濫時の減災対策協議会（平成28年5月）

第2回 雄物川大規模氾濫時の減災対策協議会（平成28年8月）

・「雄物川の減災に係る取組方針」の策定

第3回 雄物川大規模氾濫時の減災対策協議会（平成29年5月）

・要配慮者施設の避難に関する取組を追加

平成29年7月洪水、8月洪水発生

・雄物川が氾濫、多くの家屋浸水等の被害が発生

平成30年5月洪水発生

・雄物川において僅か１０ヶ月間で３回も甚大な氾濫被害が発生

第5回（臨時） 雄物川大規模氾濫時の減災対策協議会（平成30年5月）

・平成30年5月洪水概要と課題の確認
・今後の方向性に関する情報共有（河川激甚災害対策特別緊急事業の状況）

第4回 雄物川大規模氾濫時の減災対策協議会（平成３０年１月）

・災害時の住民意識調査、平成29年7月・8月洪水を踏まえた取組方針改定

第6回 雄物川大規模氾濫時の減災対策協議会（平成30年7月）

・避難状況アンケート調査結果及び調査結果に基づく防災広報チラシの配布
・タイムラインの見直し作業、要配慮者利用施設の避難確保計画策定の促進
・防災教育の推進、危機管理水位計の取組
・雄物川の減災に係る今後の取組予定

＜協議会委員＞
秋田市長、横手市長、湯沢市長、大仙市長、仙北市長、美郷町長、羽後町長、東成瀬村長、秋田県総務部危機管理監、秋田県建設部長、秋田地域振興局長、仙北地域振興局長、
平鹿地域振興局長、雄勝地域振興局長、西奥羽土地改良調査管理事務所長、東北運輸局鉄道部長、秋田地方気象台長、東日本旅客鉄道（株）秋田支社長、
秋田東北電力（株）秋田発電技術センター所長、秋田河川国道事務所長、玉川ダム管理所長、湯沢河川国道事務所長、成瀬ダム工事事務所長

今後の取組

第7回 雄物川大規模氾濫時の減災対策協議会（平成31年4月）

第8回 雄物川大規模氾濫時の減災対策協議会（令和2年2月）

・取組状況等について（平成31年度（令和元年度）取組計画、要配慮者利用施設
避難確保計画策定状況、洪水ハザードマップ周知等）

・防災教育の取組状況と今後の予定
・水防災意識社会再構築に向けた緊急行動計画の改定に関する今後の進め方

・緊急行動計画の改定を踏まえた規約改定及び「雄物川の減災に係る取組方
針（改定案）」の 承認

・台風19号等を踏まえた今後の減災対策に関する意見交換

第9回 雄物川大規模氾濫時の減災対策協議会（令和2年7月）

第10回 雄物川大規模氾濫時の減災対策協議会（令和3年3月）

・取組状況等について（令和2年度取組計画、要配慮者利用施設避難確保計画策定
状況、洪水ハザードマップ周知等）

・防災教育の取組状況
・雄物川の減災に係る取組方針
・避難所における新型コロナ感染症への対応状況

・雄物川の減災に係る取組方針（改定）

第11回 雄物川大規模氾濫時の減災対策協議会（令和3年8月）

・取組状況等について（令和3年度取組計画、要配慮者利用施設避難確保計
画、洪水ハザードマップ周知等）

・協議会について（協議会の圏域化（統合再編））
・話題提供等（洪水予報、進捗状況、防災教育）

第12回 雄物川大規模氾濫時の減災対策協議会（令和4年3月：書面）

・協議会の圏域化（雄物川水系と馬場目川水系統合再編）による規約等変更
・取組方針改定案の改正（避難勧告⇒避難指示）、5年で実施する取組の改定
・馬場目川水系の減災取組方針案の紹介

第13回 雄物川圏域大規模氾濫時の減災対策協議会（令和4年6月）

・取組状況等について（５カ年の取組のフォローアップ、令和4年度取組計画、要配
慮者施設避難確保計画、洪水ハザードマップ周知等）

・話題提供等（秋田地区河川防災ステーション等）

第14回 雄物川圏域大規模氾濫時の減災対策協議会（令和5年2月）

・令和4年8月洪水概要
・取組状況等について（5カ年の取組状況、流域治水プロジェクトの変更等）

雄物川減災対策協議会に関する動き
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平成29年7月・8月洪水、平成30年5月洪水等の教訓を踏まえ「住民の避難を促すソフト対策」を推進します。

大規模洪水時におけるタイムラインについて、危機管理対応の習熟、関係機関と
の連携強化等を目的としたロールプレイング演習を実施

横手市と湯沢河川国道事務所を主会場に演習を実施（R5は湯沢市を予定）

３．水害リスクを共有するための防災教育の推進

大規模な氾濫があった場合に想定される浸水区域や取るべき行動など水害リス
クを共有するために教育機関と連携した防災教育を推進

流域内の各学校において防災教育を全面的に実施予定

各学校のニーズに応じて事務局が支援を行う予定

４．避難を促す簡易型河川監視カメラの促進

２．要配慮者利用施設避難確保計画作成等の促進

要配慮者利用施設避難確保計画の作成及び訓練の促進

洪水ハザードマップの認知度向上、周知促進、避難訓練での活用促進

６．関係機関と連携した排水作業訓練の実施

氾濫時の排水ポンプ車の操作に習熟するために関係機関等と連携した訓練
を実施

５．タイムラインを活用した関係機関の連携強化

令和2年度までに国管理区間で41基設置し運用（秋田管内11基、湯沢管内30基）

＜簡易型河川監視カメラ設置状況＞秋田市立勝平小学校（R5.9.19）

湯沢河川国道事務所（会場①） 横手市役所（会場②）

＜参考：令和４年度の危機管理演習状況＞

１．緊急行動計画改定を踏まえた取組の加速化

緊急行動計画を踏まえた取組方針による、取組の加速化

水害リスクの高い箇所に洪水に特化した低コストの簡易カメラを設置し多くの
地点で河川状況を確認してもらい切迫感を共有し円滑な避難を促進(見える化)

＜国土交通省Ｈ Ｐより引用＞

平成30年7月豪雨をはじめ近年各地で大水害が発生していることを受け、「水防災
意識社会」を再構築する取組を更に充実し加速化するため2020年度目途に取り組
むべき緊急行動計画が改定。雄物川減災協議会としても必要な取組を加速化

平成29年7月・8月洪水、平成30年5月、令和5年7月洪水等を踏まえ、
雄物川流域として地域住民のより一層の避難を促進するための取組を促進

ホットラインによる情報提供

排水作業訓練の実施

丸子川・福部内川での訓練実施状況（R2） 丸子川・福部内川での訓練実施状況（R5）

＜表示イメージ＞

『川の水位情報』
https://k.river.go.jp

＜スマートフォンやパソ
コンで身近な河川の状
況画像を確認可能＞

※危機管理型水位計
による水位も確認でき
ます秋田市立南中学校（R4.10.5） 秋田工業高等専門学校（R4.7.22）



後期整備
H25 R6 R12 R24

下流部
中流部①
中流部②
上流部
下流部
中流部①
中流部②
上流部

洪水調節施設

整備計画概ね30年間
前期整備（当面の整備）

［整備スケジュール］
整備内容

河道掘削

築堤

危機管理型ハード対策
質的整備
固定堰改築
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（1）河川改修事業の進捗状況

【河川整備計画の河道整備の考え方】

【前期整備 H25～R6（2024年）】

【後期整備 R13～R24 （2042年）】

整備区間位置図

田沢湖

大仙市

仙北市

美郷町

横手市

東成瀬村

羽後町

湯沢市

秋田市

大仙市

仙北市

美郷町

横手市

東成瀬村

羽後町

湯沢市

秋田市
日

本

海 椿川

鎧畑ダム

旭川ダム

岩見ダム

協和ダム

南外ダム

大松川ダム

皆瀬ダム

玉川ダム

成瀬ダム

岩
見
川

旧
雄
物
川

淀川

土買川

玉川

桧
木
内
川

楢
岡
川

丸子川

横
手
川

大納川

皆
瀬
川 成

瀬
川

高
松
川

役
内
川

西馬
音内
川

雄
物
川

下流部
（河口～椿川）

中流部①
（椿川～玉川合流点）

中流部②
（玉川合流点
　　　　～皆瀬川合流点）

上流部
（皆瀬川合流点～上流）

※各整備内容の実施時期については、確定したものではない

【当面整備 R6～R12（2030年）】

『雄物川水系全体としてバランスよく治水安全度を向上させることを基本とする』
• 上流の流下能力を増大させると、その下流に対する流量が増すことに配慮し、計画的な河川整備を図る。
• 現在の堤防整備状況を踏まえ、治水効果を早期に発現させるため段階的な整備を図る。

『中流部において平成29年7月洪水対応の河川整備を実施、整備期間の前期に優先整備』
• 中流部における当面の整備目標を平成29年7月洪水規模とし、堤防未施工区間等において緊急的に整備を実施する。
• 下流への流量増に対応するため、下流部の河道整備を合わせて実施する。

『雄物川中流部及び下流部において河川整備計画の目標流下能力を確保する』
• 中流部、下流部において河川整備計画の目標流量を流下可能とするため、河道掘削を概ね完了させる。
• 上流部において、山田頭首工の改築工事を完了させ、洪水時の堰上げを解消するとともに、一部堤防整備に着手する。

『雄物川全川にわたる河道整備の進捗を図る』
• 上流部の整備は下流への流量増になることから、下流に負荷を与えないことに配慮し、地区毎のバランスを図り、段階的な整備を実施する。
• 椿川地点から下流の秋田市街地における資産集積等の重要度を考慮した安全度向上分を維持する。
• 整備計画期間でより早期に且つ効率的な整備を実施する。

上中流の流出量増に対応

H29.7洪水対応 緊急治水対策

未施工区間の解消→H29.7洪水対応

雄物川及び皆瀬川・成瀬川流量低減→成瀬ダムの建設

今後整備が必要な区間・計画断面堤防の整備

未施工区間の解消→計画断面堤防の整備

S62.8洪水
浸水地区対策完了

掘削土を築堤土に利用

山田頭首工改築

前期整備完了 整備計画完了当面整備完了
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４．事業の進捗状況

河川整備計画策定時（H26.11）から令和5年3月末時点までに、堤防量的整備の未施工区間のうち約14.4kmを解消し、河道掘削を
約10.6kmを実施完了しています。

堤防の質的整備（堤防強化）堤防の量的整備（築堤）

河道掘削 流下能力達成率 目標流下能力（整備計画）
現況流下能力（令和4年度末）

※白字は整備計画策定時
（H26,11）の流下能力

※平成29年4月整備計画
変更で対象延長変更

（堤防延長は実延長）

※河道掘削については、現地状況を確認しながら、
必要に応じて適宜見直しを図ってまいります。

※質的整備については、詳細設計等によって位置や範囲・延長等の見直しを適宜図っております。

14

※整備済み10.6kmのほか、9.2kmに着手済み
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R5までに事業が完了、又は完了予定の箇所（H17～R5）

R5までに暫定整備完了、残事業の整備予定箇所

赤字：残事業のうち現在事業中の箇所

残事業の整備予定箇所

○○○

◇◇◇

◇◇◇ （R6～R24）

○○○

整備事業メニュー

：堤防量的・質的整備
（完了・完了予定）

：堤防量的・質的整備
（事業中・整備予定）

：河道掘削箇所

※輪中堤整備箇所は破線

河道掘削（柳田、湯沢、三関、雄勝右岸）
95.6～113.6k

堤防質的整備（弁天）
0.9～3.2k

堤防質的整備（成瀬川右岸）
0.4～2.2k、3.0～3.2k

堤防量的整備（三関）
107.0～109.2k

河道掘削（羽後、山田、酒蒔、雄勝左岸）
96.0～111.4k

堤防量的整備（羽後、山田、
酒蒔、雄勝左岸）95.4～109.4k

河道掘削（矢神）
82.8～83.2k

堤防量的整備（館合、鳥屋場）
78.4～81.6k

河道掘削（割山、仁井田、芝野、椿川）
1.6～13.1k

河道掘削（椿川、種沢、
左手子、福部羅）13.1～35.6k

堤防量的整備（種沢）
23.6～24.4k

堤防量的整備（左手子、向野）
26.4～36.8k

河道掘削（新屋、豊巻、小山、黒瀬）
1.6～13.1k

河道掘削（黒瀬、女米木、新波）
13.1～31.4k

堤防量的整備（小山）
10.5～14.2k

堤防量的整備（福部羅）
31.0～37.6k

堤防質的整備（大曲右岸）
65.0～65.4k、65.9～69.4k

堤防質的整備（横手川）
0.0～1.2k

堤防質的整備
（大曲左岸）68.0～70.3k

河道掘削（強首、寺館大巻、北野目、南外）
36.8～58.4k

河道掘削（湯野沢、中村、芦沢、宇留井谷地、神宮寺、間倉、花館）
41.6～62.2k

堤防質的整備
（神宮寺）55.7～56.4k

堤防量的整備（神宮寺）
60.0～60.2k

河道掘削（玉川）
8.2～8.8k

堤防量的整備（新波）
26.8～32.2k

堤防量的整備（戸賀沢）
23.6～24.0k

堤防質的整備（南外）
56.5～59.0k

堤防量的整備（椿川）
17.2～17.6k

堤防量的整備（平尾鳥）
20.0～20.4k

堤防量的整備（刈和野、宇留井谷地、神宮寺）
50.2～56.6k

堤防量的整備（岩瀬、中村、芦沢）
42.0～48.4k

堤防量的整備（柳田）
95.2～101.0k

堤防量的整備（強首、寺館大巻、正手沢）
34.8～49.8k

堤防量的整備（銅屋）
17.2～17.4k

堤防量的整備（黒瀬）
16.2k

堤防量的整備（戸草沢）
21.2～22.4k

堤防量的整備（西板戸、楢岡川）
52.8～56.6k

前期整備として、中流部における当面の整備目標を平成29年7月洪水規模とし、堤防未施工区間等において緊急的に整備を実施。
併せて、中流部整備に伴う下流への流量増に対応するため、下流部の河道整備を実施中。

雄物川

雄物川

新波地区堤防整備状況
（令和5年9月）

正手沢地区堤防整備状況
（令和5年9月）

雄物川

向野地区堤防整備状況
（令和5年9月）

雄物川

岩瀬湯野沢地区堤防整備状況
（令和5年9月）

雄物川

中村芦沢地区河道掘削状況
（令和4年7月）
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（2）河川整備計画の進捗状況

豊かな自然環境を維持していくため、河川環境の変化に配慮するとともに、継続的なモニタリング調査を実施します。

♦河道掘削の実施状況（寺館大巻地区 43.0 ㎞付近） ♦河道掘削箇所の環境配慮実施状況

鉛直方向に段階的に掘削をしており、比較的冠水頻度が少ない
ことから、現時点で再繁茂や再堆積は発生していない。

令和5年7月出水等の影響も踏まえ、引き続きモニタリングを継続
していく。

①土のうによる土砂の
流入の防止

②水際の植生帯を残す

河道掘削箇所
令和5年1月施工

福部羅橋

土のうによる土砂の流入を防止し、カワシンジュガイ等の生息
域を保全

水際の樹木群は、魚類等のえさの供給源、生息環境等となる
ため、工事範囲から除外

カワシンジュガイの生息状況

雄物川

掘削範囲

着手前：H24.8撮影

河道掘削前

着手後：R5.5撮影

＜2次掘削＞
年 次：R2施工
掘削深：1次掘削-0.6m
掘削高：平水位＋1.8m
掘削量：18,000m3

雄物川

河道掘削後



５．事業の投資効果

（１）算定方法

費用対効果については、下記により評価を行いました。

河川改修の効果（Ｂ）

①洪水調節

②残存価値（河川改修後50年後価値）

◆直接的な被害の防止
（資産（家屋、農産物など）への被害防止）

◆間接的な被害の防止
（稼働被害（営業停止損失など））

河川改修の費用（Ｃ）

①建設費（H25～R25）

②維持管理費（ H26～R75）

河川改修事業の効果（Ｂ）と費用（Ｃ）の比較による評価を行う。

※残存価値とは、将来において施設が有している価値

17



５．事業の投資効果

資産データ、評価額等について、最新データへ更新を行いました。

適用基準については、治水経済調査マニュアル（案）［令和2年4月］に基づき算定しました。

今回の検討（R5） 前回の検討（H30）

①河道条件

・整備計画着手時点（H25時点）
・現況河道（R5時点）
・当面整備後（R12時点）
・整備計画河道(R24時点）

・整備計画着手時点（H25時点）
・現況河道（H30時点）
・当面の整備後（H36時点）
・整備計画河道(H54時点）

②資産データ、評価額等

・資産データ：R2国勢調査

：H28経済センサス

：H22延床面積
・評価額 ：R3評価額

・資産データ：H27国勢調査

：H26経済センサス

：H22延床面積
・評価額 ：H29評価額

③事業費・事業期間

・全体事業費：1,074億円（税込）

・事業期間：H25～R24（30年間）

※令和元年に消費税率が8％→10％へ引き上げられたことによる増額

・全体事業費：1,065億円（税込）

・事業期間：H25～H54（30年間）

④その他

・治水経済調査マニュアル(案)〔令和2年4月〕に基づき算出
※消費税抜きで算出

・治水経済調査マニュアル(案)〔平成17年4月〕に基づき算出
※消費税抜きで算出
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（２）費用対効果分析（前回との算定条件の比較）



項目

今回評価 前回評価

前回評価との
主な変更点

全体事業
（H25～R24）

残事業
（R6～R24）

当面整備
(R6～R12)

全体事業
（H25～R24）

残事業
（R1～R24）

前期整備
（当面整備）
(R1～R6)

現在価値化 現在価値化

Ｃ
費
用

建設費 ① 1,146億円 223億円 174億円 811億円 497億円 245億円 • 評価基準年の変更
• 当面整備内容の見直しに伴う

建設費及び維持管理費の見
直し

維持管理費 ② 53億円 9億円 7億円 40億円 10億円 5億円

総費用 ③=①+② 1,199億円 232億円 181億円 851億円 507億円 250億円

Ｂ
便
益

便益 ④ 5,322億円 2,481億円 2,093億円 3,340億円 1,798億円 1,592億円 • 評価基準年の変更
• 建設費変更に伴う残存価値

の見直し
• 治水経済調査マニュアルの更

新

残存価値 ⑤ 26億円 11億円 13億円 31億円 18億円 17億円

総便益 ⑥=④+⑤ 5,348億円 2,492億円 2,105億円 3,371億円 1,821億円 1,610億円

費用便益比（CBR） Ｂ／Ｃ 4.5 10.7 11.6 4.0 3.6 6.4

純現在価値（NPV） Ｂ－Ｃ 4,149億円 2,260億円 1,924億円 2,521億円 1,314億円 1,360億円

経済的内部収益率（EIRR） 16.3% 64.7% 65.0% 21.5% 22.4% 28.0%

５．事業の投資効果

○評価基準年次：令和5年度（前回評価基準年：平成30年度）
○総便益（B)：・便益（治水）については評価時点を現在価値化の基準点とし、治水施設の整備期間と治水施設の完成から50年間までを評価対象期間にして年平均被害軽減期待額を

割引率を用いて現在価値化したものの総和
・残存価値：将来において施設が有している価値

○総費用（C)：・評価時点を現在価値化の基準時点とし、治水施設の整備期間と治水施設の完成から50年間までを評価対象期間にして、建設費と維持管理費を割引率を用いて現在価
値化したものの総和
・建設費：雄物川水系の改修に要する費用（残事業は、R6年度以降）
※実施済の建設費は実績費用を計上
・維持管理費：雄物川水系の維持管理に要する費用

○割引率：「社会資本整備に係る費用対効果分析に関する統一的運用指針」により4.0%とする

（３）費用対効果分析（費用便益比）

事業全体に対する費用（C）は1,199億円であり、事業実施による総便益（B）は5,348億円。これをもとに算出される費用便益比（B/C）は約4.5となり
ました。（前回評価B/C約4.0）
令和6年以降の残事業に要する総費用（C）は232億円であり、この事業の実施によりもたらされる総便益（B）は2,492億円。これをもとに算出される
費用便益比（B/C）は約10.7となりました。（前回評価B/C約3.6）
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※費用対効果分析は、直轄河川改修事業を対象に評価を行っています。



基本ケース

感度分析

残事業費 残工期 資産

+10% -10% +10% -10% +10% -10%

全体事業
(H25-R24)

総便益
（現在価値化後）

5,348億円 5,348億円 5,348億円 5,299億円 5,343億円 5,706億円 4,673億円

総費用
（現在価値化後）

1,199億円 1,221億円 1,177億円 1,195億円 1,203億円 1,199億円 1,199億円

費用便益比
（B/C）

4.5 4.4 4.5 4.4 4.4 4.8 3.9

残事業
(R6-R24)

総便益
（現在価値化後）

2,492億円 2,492億円 2,492億円 2,438億円 2,499億円 2,661億円 2,179億円

総費用
（現在価値化後）

232億円 254億円 210億円 227億円 236億円 232億円 232億円

費用便益比
（B/C）

10.7 9.8 11.9 10.7 10.6 11.5 9.4

※費用対効果分析は、直轄河川改修事業を対象に評価を行っています。

５．事業の投資効果

（４）費用対効果分析（感度分析）

残事業費、残工期、資産がそれぞれ±10％に変動した場合のB/Cを算出しました。
全体事業のすべてのケースでB/Cが1.0以上となりました。

20



５．事業の投資効果

（５）被害項目一覧

前回評価・今回評価にも見込んでいる「被害防止便益（B）」は、治水経済マニュアルで、【貨幣換算化されている項目】（青色の部分）を集計し算定した結果です。
今回、治水経済調査マニュアルに示されている便益として、今後計上されうる【貨幣換算化されていない項目】（オレンジ色の部分）について、赤で囲んだ項目の効
果を試算しました。

評価項目 備考

直接被害 資産被害 一般資産被害 家屋、家庭用品、事業所償却資産など

農作物被害

公共土木施設等被害

人的被害 人的被害 浸水区域内人口、最大孤立者数、災害時要援護者数、死者数など

間接被害 稼働被害 営業停止被害 家計、事業所、公共・公益サービス

応急対策費用 家計、事業所、国・地方公共団体

社会的機能
低下被害

医療・社会福祉施設等の機能低下
による被害

医療施設・社会福祉施設等

防災拠点施設の機能低下による被
害

役所、警察、消防等の防災拠点施設

波及被害 交通途絶による波及被害 道路、鉄道、空港、港湾等

ライフライン停止による波及被害 電力、水道、ガス、通信等

経済被害の域内・域外への波及被
害

事務所

精神的被害

その他 地下空間への被害

文化施設等への被害

水害廃棄物の発生

リスクプレミアム

水害により地域の社会経済構造が変化する被害
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整備実施後には、河川整備計画で目標とする規模の洪水（昭和19年7月洪水等）に対して、外水氾濫による浸水被害が軽減されます。
整備計画規模の洪水が発生した場合、浸水範囲内世帯数は約14,600戸、浸水面積は約11,200ha、人口は約42,600人と想定され、事業の実施によ
り家屋浸水被害が解消、水田等農地についても浸水被害が軽減されます。
最大孤立者数は、避難率0%で約33,700人、40%で約20,200人、80％で約6,700人と想定され、事業の実施により被害が解消されます。

整備計画策定時点 約14,600戸
被害軽減

約10,800ha
被害軽減

約42,600人
被害軽減

事業実施後（河道改修+成瀬ダム）

河川整備計画で目標とする規模の洪水が発生した場合の浸水想定範囲
河川整備計画で目標とする規模の洪水発生時の外水氾濫による被害状況

（整備計画策定時点→概ね30年後）

※事業実施後の評価は「雄物川直轄河川改修事業」と
「成瀬ダム建設事業」が完了することによる効果
※越水または堤防の決壊の危険性のあるすべての箇所
について氾濫した場合の浸水の範囲を重ね合わせて最
大の範囲を示している。

代表的洪水が発生し、
雄物川本川、玉川、皆
瀬川、成瀬川において
越水または堤防が決壊
したと仮定した場合に
想定される浸水範囲

河川名 地点名 地先名等
目標とする洪水規模

（代表的洪水）
椿　川    秋田県秋田市雄和椿川     昭和19年7月※※

大　曲    秋田県大仙市大曲 昭和22年7月
雄物川橋    秋田県横手市雄物川町 昭和22年7月

   雄物川合流点 平成19年9月
   雄物川合流点 昭和62年8月

雄物川
本　川

支川玉川
支川皆瀬川

約33,700人
被害軽減

約20,200人
被害軽減

約6,700人
被害軽減

５．事業の投資効果

（６）貨幣換算されていない効果等による評価（人的被害）

22



６．今後のスケジュール

（１）当面実施する主な事業

23

令和5年から令和12年までの8か年で河川整備計画の残メニューのうち、雄物川中流・上流の堤防整備、河道掘削、山田頭首工等の
整備を実施します。

田沢湖

大仙市

仙北市

美郷町

横手市

東成瀬村

羽後町

湯沢市

秋田市

大仙市

仙北市

美郷町

横手市

東成瀬村

羽後町

湯沢市

秋田市
日

本

海 椿川

鎧畑ダム

旭川ダム

岩見ダム

協和ダム

南外ダム

大松川ダム

皆瀬ダム

玉川ダム

成瀬ダム

岩
見
川

旧
雄
物
川

淀川

土買川

玉川

桧
木
内
川

楢
岡
川

丸子川

横
手
川

大納川

皆
瀬
川 成

瀬
川

高
松
川

役
内
川

西馬
音内
川

雄
物
川

下流部
（河口～椿川）

中流部①
（椿川～玉川合流点）

中流部②
（玉川合流点
　　　　～皆瀬川合流点）

上流部
（皆瀬川合流点～上流）

雄物川雄物川

福部羅地区(中流部①)福部羅地区(中流部①)

雄物川雄物川

山田頭首工(上流部)山田頭首工(上流部)

堰改築

堤防築堤

雄物川雄物川

寺館大巻地区(中流部①)寺館大巻地区(中流部①)

河道掘削

雄物川雄物川

鳥屋場地区(中流部②)鳥屋場地区(中流部②)

堤防築堤

山田頭首工

鳥屋場地区

福部羅地区

寺館大巻地区



６．今後のスケジュール

（２）環境への配慮事項

24

河道掘削等の計画にあたっては、治水効果を確保しつつ再堆積を考慮し、専門家や地域の意向等を踏まえ、河川環境の状況把握に努
めるとともに、トミヨ属雄物型等が生息する湧水が見られる細流や、ワンド・たまり、瀬・淵等、雄物川の多様な動植物の生息・生
育・繁殖環境等に配慮し、平水位以上の掘削を基本とし、併せて濁水の発生を極力抑えながら、水質等のモニタリング調査を実施し、
水質環境の保全に努めます。

また、重要な湿地性植物等の生育環境に配慮し、掘削表土を戻して湿地性植物群落の創出を促すとともに、緩い法勾配での掘削、凹
凸を設ける等、掘削形状の工夫により、湿地環境をはじめ、多様な水辺環境の創出·復元·保全に努めます。

河道掘削や樹木伐採の施工にあたっては、重要種の生息・生育・繁殖環境に与える影響が極力少なくなるよう、施工時期、施工方法
等に配慮し、引き続き豊かな自然環境を維持していくため、継続的なモニタリング調査を実施していきます。

河道掘削・樹木伐採イメージ



７．コスト縮減や代替案立案等の可能性 25

 築堤土に流用築堤土に流用

河道掘削河道掘削

築築 堤堤

築堤土に流用築堤土に流用

河道掘削河道掘削

築築 堤堤

（１）コスト縮減の方策

（２）代替案等の立案の可能性

河川掘削土砂の有効活用 公募型樹木伐採

河道掘削で発生した掘削土を中流部の築堤整備に活用しつつ、今後上流部の築堤整備等にも有効活用できるよう努めます。
河道内の樹木を、地域の協力のもと公募伐採とし、伐採費用のコスト縮減を図ります。

河川整備計画は、地形的な制約条件、地域社会への影響、環境への影響、実現性及び経済性等を踏まえ、有識者や地域住民の意見を伺
い、策定するものです。
河川改修等の当面実施予定の事業は、その手法、施設等は妥当なものと考えますが、将来における社会・経済、自然環境、河道の状況等
の変化や新たな知見・技術の進歩等により、必要に応じて適宜見直す可能性もあります。
代替案立案の可能性については、社会的影響、環境への影響、及び事業費等を考慮し、現計画が最も妥当と判断しています。

（例）岩瀬下流地区
２万m3堤防を盛土した場合、
掘削土流用：約１億３千万円
購入土のみ：約１億９千万円
⇒約３割のコスト縮減に寄与

河道掘削 仮置及び粒度調整

堤防盛土

凡 例

R4施工範囲（施工中含む）

施工済み範囲

R5以降施工予定範囲

令和３年３月撮影令和２年１１月撮影

着手前 実施後

伐採状況（R4.3）

H22からの継続した公募伐採により、
約1億3千万円のコスト縮減に寄与



８．地方公共団体等の意見 26

秋田県知事より、以下のとおり回答を頂いております。



９．対応方針（原案） 27

雄物川では昭和19年7月、昭和22年7月、昭和47年7月、昭和62年8月洪水等で甚大な被害が発生している。近年においても、平成19年9月、平成23
年6月、平成29年7月・8月、平成30年5月、令和5年7月洪水により被害が発生している。
秋田県の人口及び雄物川流域内市町村の人口は近年減少傾向にあり、また秋田市の人口も平成17年国勢調査以降は減少に転じている。一方で、秋田県全体の
米収穫量、稲作の作付面積は全国第3位を誇り、そのうち雄物川流域の米の収穫量、稲作作付面積は秋田県全体の約半分を占めており、秋田県は人口に占める
農家人口比率について、全国第1位となっている。雄物川流域市町村においても、8.39%と高い割合を示す等、雄物川は農業との関わりが深い河川である。
事業実施前において想定最大規模の洪水が発生した場合、浸水世帯数約27,800世帯、浸水面積約25,200haの被害が発生する恐れがある。雄物川
流域内における浸水範囲においては、保育園や小学校など要配慮者施設、消防署等の防災拠点、道路・鉄道の主要交通網があることから、洪水
氾濫により公共施設や交通等の機能が失われる可能性がある。

①事業の必要性等に関する視点

②事業の進捗の見込みの視点

秋田県知事に「東北地方整備局所管の再評価対象事業の対応方針（原案）作成に係る意見照会」を行った結果、令和5年10月30日付け建政-1244号
により、対応方針（原案）について異議ありませんとの回答を頂いている。

⑤地方公共団体等の意見

事業継続
前回の評価時以降も事業の必要性・重要性に変化はなく、事業の順調な進捗が見込まれ、費用対効果等の投資効果も確保されていることから、引き
続き事業を継続することが妥当と考える。

⑥対応方針（原案）

前期整備として、中流部における平成29年7月洪水対応の河川整備を実施、整備期間の前期に優先整備を実施している。
河川整備計画策定時（H26.11）から令和5年3月末時点までに、堤防量的整備の未施工区間のうち約14.4kmを解消し、河道掘削を約10.6km実施完了
している。

③コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

整備計画規模の洪水が発生した場合、浸水範囲内世帯数は約14,600戸、人口は約42,600人と想定され、事業の実施により浸水被害が解消され、ま
た最大孤立者数についても、避難率に関わらず被害が解消される。

④貨幣換算が困難な効果等による評価

河道掘削で発生した土砂を中流部の築堤整備に活用しつつ、今後上流部の築堤整備等にも有効活用できるよう努める。
河道内の樹木を、地域の協力のもと公募伐採とし、伐採費用のコスト縮減を図る。
代替案立案の可能性については、社会的影響、環境への影響、及び事業費等を考慮し、現計画が最も妥当と判断している。


